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　区の施設は、昭和30～40年代に建てられたものが多いため、今後
一斉に建て替えなど更新時期を迎えます。施設にかかる経費を抑制し
ていくため、区は平成24年度から施設の見直しに取り組んでいます。
　平成29年に策定した区有施設見直し計画の前期5年間（平成29～令
和3年度）の取り組み結果を検証し、後期5年間（令和4～8年度）の具
体的な取り組みを定めた改定素案を作成しました。皆さんのご意見を
お寄せください。

意見の提出方法
　書式は問いませんが、「区有施設見直し計画改定素案への意見」と
明記のうえ、住所、氏名（団体の場合は所在地、団体名、代表者名）を
書いて、郵送（持参可）・FAX・Eメールで、3／18（必着）までに、総
合庁舎本館4階資産経営課（〒153－8573目黒区役所〈住所不要〉、
フ5722－6134、 shisankeiei@city.meguro.tokyo.jp）へ。頂い
たご意見には個別に回答しませんが、要旨を取りまとめて公表します
（原文、住所、氏名などは公表しません）。

区有施設見直し計画改定素案に
ご意見をお寄せください

 問資産経営課（☎5722－9876、フ5722－6134）

　素案（全文）は、総合庁舎本館1階区政情報コーナー・4階資産
経営課、地区サービス事務所（東部を除く）、住区セ
ンター、図書館のほか、区ホ（コード❷）でご覧にな
れます。
※感染症対策のため、施設での閲覧を休止する場合があります

❷

パネル説明会を開催します
　希望者は当日会場へ。感染状況により中止する場合あり。
日時 2／17（木）・20（日）13：00～17：00 2／24（木）10：00～14：00

会場 総合庁舎本館1階E会議室 緑が丘文化会館
（緑が丘2－14－23）

語ろう人権　家庭で地域で

問人権政策課（☎5722－9214、フ5722－9469）

コロナ禍で考えさせられたこと

コロナ禍で、私たちの生活様式
は大きく変わりました。新しい習
慣での生活と今までの生活とのギ
ャップに戸惑い、影響を受けた人
が多くいます。障害のある人にと
っても、それは例外ではありません。
　例えば、視覚障害のある人で、
ガイドヘルパーと密着した状態で
移動する必要がある人がソーシャ
ルディスタンスの徹底が難しいと
感じたり、聴覚障害のある人がマ
スクの着用により、話し手の口の
動きを読み取ることができなくな
ったりしました。また、知的障害
や発達障害のある人は、感覚が過
敏になるなどの障害特性により、
マスクの着用が困難な人もいます。
こうした障害のある人の困りご
とは、日常的に、みんなに意識さ
れているでしょうか。
　まずは、障害のある人との建設
的な対話により、社会的障壁を取
り除くことが重要です。この考え
方は、国連総会において満場一致
で採択された障害者権利条約に明
記され、平成26年に日本も批准
しています。平成28年には障害者
差別解消法が施行、昨年5月には
民間事業者の合理的配慮の提供が

義務となる改正法が成立しました。

何が障壁なのかは対話で見えてくる

　とはいえ、障害のある人にとっ
ての障壁を勝手に判断してはいけ
ません。まずは相互理解を深める
ため、個々に対話する喜びを共有
し、どんな配慮が必要なのか、障
害のある人に直接聞きましょう。
例えば、街中で困っている人に自
然に声を掛けたり、ＳＮＳ（会員
制交流サイト）などを利用したり
して、つらい経験や思いを分かち
合うことも一つのきっかけになる
でしょう。誰もが違っていていい、
違いを尊重し合えればいいのです。

自由になれる居場所をつくろう　

　誰も取り残されない社会を目指
す私たちにとって、障害の有無に
かかわらず、社会参加の妨げとな
る差別、偏見、障壁をなくし、人
格と個性を尊重し支え合いながら、
暮らしやすい社会をつくるにはど
うすればよいか、一緒に考え続け
ていきましょう。障害のある人が
生き生きと暮らせる環境が、社会
を好転させていきます。コロナ禍
を経験した今こそ、共生社会の実
現を目指す絶好のチャンスなのか
もしれません。

障害の有無にかかわらず
誰も取り残されない社会に

親族後見人サポートを
ご活用ください

問権利擁護センター「めぐろ」
　（☎5768－3964、フ5768－3965）
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　親族の後見人になった後の、後見業務に関する不安や困りごとの解
決をサポートしています。身近な相談窓口として、ぜひご活用ください。
 対象　親族の成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人（監督人選任）
を受任しているかた
サポート内容　後見業務に関する一般相談、弁護士などによる専門相
談（予約制・無料）、情報提供（家庭裁判所の動向や報告書の書式変更等）、
親族後見人交流会
利用方法　電話で、権利擁護センター「めぐろ」へ

　専門職を交え、親族後見人同士の意見・情報交換、後見活動の
学習を行います。日頃の後見活動の中での不安や戸惑い、聞いて
みたいことなどを後見人同士で話し合ってみませんか。
　また、専門職が実務に関する相談にも応じます。
時 2／22（火）13：30～15：30
場 総合庁舎別館4階社会福祉協議会
師 司法書士　肘井佐和子氏ほか　定5人（先着）
申 電話で、権利擁護センター「めぐろ」へ

親族後見人交流会を開催します

裁判所に出す書類の
書き方はこれでいいの？

親族後見人同士で
話をしてみたい

後見業務に関する
最新情報を知りたい

●基本構想（冊子・リーフレット）
●3年度一般廃棄物処理実施計画
●2年度第1・2回環境審議会会議録
●2年度第2・3回子ども施策推進会議会議録
●2年度第31～36回政策決定会議会議録
● 保健医療福祉計画・第8期介護保険事業計画・障害者計画
●2年度目黒消防団実績報告書
●2年度目黒消防団マスターズ実績報告書
● 中小企業の景況（2年度第4・四半期、3年度第1・四半期）
●第362・363回建築審査会会議録
●2年度食品衛生監視指導計画の実施結果
●新たな区民センターの基本構想（素案）
●MEGUROスマートスクール・アクションプラン素案
●めぐろ学校教育プラン改定素案
●財政白書2021
●財務書類（2年度決算）　ほか

問行政情報マネジメント課（☎5722－9622、フ5722－8674）

区政情報公表状況 3年度

　主な公表情報です。詳細は、総合庁舎本館1階区政情報
コーナー、区ホ（コード❶）などでご覧になれます。 ❶


